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令和７年第５回南幌町議会臨時会会議録       １２月２４日 

                            （午前９時３０分） 

議  長 おはようございます。 

本日をもって召集されました令和７年第５回南幌町議会臨時会を開

会いたします。 

本日の出席議員数は１１名でございます。直ちに本日の会議を開き

ます。 

本臨時会の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりでござ

います。 

●日程１ 会議録署名議員の指名を行います。 

指名につきましては、会議規則第１２５条の規定により議長におい

て指名いたします。 

１番 湯本 要議員、３番 星 真希議員。以上、御両名を指名い

たします。 

●日程２ 会期の決定をいたします。 

お諮りいたします。本臨時会の会期は、１２月２４日、本日１日限

りといたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本臨時会は１２月２４日、本日１日

限りと決定をいたしました。 

●日程３ 諸般報告をいたします。 

・１番目 会務報告は、お手元に配付したとおりでございます。 

これをもちまして報告済みといたします。 

・２番目 例月出納検査結果報告は、監査委員より令和７年１１月

分の例月出納検査結果の報告がありました。その内容につきまして

は、お手元に配付したとおりでございます。 

これをもちまして報告済みといたします。 

日程４ 議案第７２号から日程１１ 議案第７９号の８議案につき

まして、関連がございますので一括提案いたします。 

●日程４  議案第７２号 南幌町議会議員の議員報酬及び費用弁 

償等に関する条例の一部を改正する条 

例制定について 

●日程５  議案第７３号 常勤特別職の職員の給与等に関する条

例の一部を改正する条例制定について 

●日程６  議案第７４号 職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例制定について 

●日程７  議案第７５号 南幌町第１号会計年度任用職員の報酬

及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例制定について 

●日程８  議案第７６号 令和７年度南幌町一般会計補正予算

（第５号） 

●日程９  議案第７７号 令和７年度南幌町国民健康保険特別会

計補正予算（第２号） 

●日程１０ 議案第７８号 令和７年度南幌町病院事業会計補正予
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算（第３号） 

●日程１１ 議案第７９号 令和７年度南幌町介護保険特別会計補

正予算（第３号） 

以上８議案を一括して議題といたします。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第７２号から議案第７９号まで

の８議案につきまして、提案理由を申し上げます。 

初めに、議案第７２号及び議案第７３号につきましては、いずれも

令和７年人事院勧告に鑑み、議会議員、常勤特別職について、期末手

当の支給率を変更するため、本案を提案するものです。 

次に、議案第７４号及び議案第７５号につきましては、令和７年人

事院勧告による国家公務員の給与改定を鑑み、本案を提案するもので

す。 

次に、議案第７６号 令和７年度南幌町一般会計補正予算（第５

号）につきましては、歳出では、人事院勧告を鑑みて行われる給与等

の改定に係る追加、物価高騰支援対策として実施する、生活応援チケ

ット事業及び水道料金減免に係る長幌上水道企業団負担金の追加、並

びに物価高対応子育て応援手当の追加、歳入では、物価高騰対応重点

支援地方創生臨時交付金及び物価高対応子育て応援手当支給補助金の

追加、地域づくり総合交付金の減額、財政調整基金繰入金の追加が主

な理由です。 

その結果、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億９，

４５３万３，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ８０億９，３２８万３，０００円とするものです。 

次に、議案第７７号 令和７年度国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）につきましては、歳出では、人事院勧告を鑑みて行われる

給与等の改定に係る追加、歳入では、基金繰入金の追加が主な理由で

す。 

その結果、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３０万

２，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億

９，３８３万６，０００円とするものです。 

次に、議案第７８号 令和７年度南幌町病院事業会計補正予算（第

３号）につきましては、歳出では、人事院勧告を鑑みて行われる給与

等の改定に係る追加が主な理由です。 

その結果、収益的支出では既定予算に６７３万４，０００円を追加

し、８億１，１７４万円とするものです。 

次に、議案第７９号 令和７年度南幌町介護保険特別会計補正予算

（第３号）につきましては、歳出では、人事院勧告を鑑みて行われる

給与の改定等に係る追加、歳入では、一般会計繰入金の追加が主な理

由です。 

その結果、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１１万

９，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億

８，５２７万円とするものです。 

議案第７２号から議案第７５号につきましては総務課長が、議案第
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７６号につきましては副町長が、議案第７７号につきましては住民課

長が、議案第７８号につきましては病院事務長が、議案第７９号につ

きましては保健福祉課長が説明いたしますので、よろしく御審議賜り

ますようお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。総務課長。 

総務課長 それでは、初めに議案第７２号、議案第７３号の２議案について御

説明を申し上げます。 

今回の改正は、令和７年人事院勧告により、国家公務員に対する改

正給与法が成立したことを受け、本町においても職員の給与改定を行

うことなどを鑑みて、議会議員、常勤特別職について、期末手当に係

る支給率の引き上げを行うものでございます。 

なお、２議案につきましては、改正内容が同一であるため、議案第

７２号の説明をもって、議案第７２号並びに議案第７３号の説明とさ

せていただきます。 

それでは、別途配付しております議案第７２号資料 新旧対照表を

ごらんください。左側が改正後、右側が改正前、下線の部分が改正箇

所でございます。 

期末手当、第５条第２項中、１００分の２３０を１００分の２３

２.５に改めるものです。これにより、年間支給率が４．６５か月と

なり、昨年度と比較して０．０５か月分が引き上げられます。 

次に、附則、期末手当の特例、第２７項として、令和７年１２月支

給分の期末手当に、６月支給分の新旧支給率の差である０．０２５か

月分を加算して支給することを加えるものです。 

次に、附則、施行期日等、第 1項、この条例は、公布の日から施行

し、令和７年１２月１日から適用する。 

最後に、次ページかけまして、第２項は、期末手当の内払について

は、改正前の条例の規定により、支給された期末手当は、改正後の条

例の規定による期末手当の内払とみなす規定です。 

以上で、議案第７２号、議案第７３号の説明を終わります。 

続きまして、議案第７４号 職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例制定について御説明を申し上げます。 

初めに、改正の概要について申し上げます。令和７年人事院勧告に

より、国家公務員に対する改正給与法が成立したことを受け、職員の

給与等の改定を行うもので、第１条は令和７年４月１日遡及適用分、

第２条は令和８年４月１日からの施行分で、２つの条立てにより改正

を行うものでございます。 

第１条関係は、民間給与との格差を埋めるため、初任給及び若年層

に重点を置き、俸給月額を平均３．３％増額し、さらに期末手当と勤

勉手当を併せて０．０５か月分引き上げるものです。また、自動車等

使用者に対する通勤手当及び宿日直手当についても、国家公務員に準

じて引き上げるもので、令和７年４月１日に遡って実施するものでご

ざいます。 

第２条関係は、期末手当及び勤勉手当について、６月と１２月にお

ける支給率の平準化を行うため、それぞれの支給率の改正を行うもの
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で、令和８年４月１日から施行するものです。 

それでは、別途配付しております議案第７４号資料 新旧対照表を

ごらんください。 

最初に、第１条による改正、令和７年４月１日遡及適用分の説明を

いたします。左側が改正後、右側が改正前、下線の部分が改正箇所で

す。 

通勤手当、第１０条の４第２項第２号中、次ページにかけまして、

ハからワについて、国に準じて金額を改めるものです。 

次に、宿直及び日直手当、第１４条の２第１項中、４，４００円を

４，７００円に改めるものです。 

次に、期末手当、第１６条第２項中、１００分の１２５を１００分

の１２７．５に改め、同条第３項中、１００分の１２５を１００分の

１２７．５に、１００分の７０を１００分の７２．５に改めるもので

ございます。次ページにまいります。 

勤勉手当、第１６条の４第２項第１号中、１００分の１０５を１０

０分の１０７．５に改め、同項第２号中、１００分の５０を１００分

の５２．５に改めるものです。ここでは、一般職及び暫定再任用職員

に係る期末手当及び勤勉手当をそれぞれ０．０２５か月分引き上げ、

結果、期末・勤勉手当の年間支給率を、一般職については４．６５か

月分、暫定再任用職員については２．４５か月分とするものでござい

ます。 

次に、以降の別表については、第５条関係の給料表を改正するもの

です。 

別表第１、３ページから７ページ下段にかけましては、行政職給料

表（一）です。大卒採用職員の初任給を１２，０００円、高卒採用職

員の初任給を１２，３００円引き上げ、これを踏まえて、全ての号給

について所要の改定を行うものです。この表の３ページ、高卒初任給

は１級５号級で１８８，０００円を２００，３００円に、大卒初任給

は、次ページ、１級２５号級で２２０，０００円を２３２，０００円

に改定されます。 

次に、７ページ下段から１１ページにかけましては、別表第４、医

療職給料表（二）で、町立病院の薬剤師、放射線技師、臨床検査技

師、理学療法士などの適用表です。 

次に、１１ページ下段から１７ページにかけましては、別表第５、

医療職給料表（三）で、町の保健師及び町立病院の看護師、准看護師

などの適用表です。なお、医療職（二）及び（三）の給料表において

も、行政職と同様の引き上げを行うものでございます。 

次に、１７ページ下段から１８ページにかけましては、別表第６に

ついて、文言の整理を行うのです。続きまして、１９ページをごらん

ください。 

第２条による改正、令和８年４月１日施行分の説明を行います。 

期末手当、第１６条第２項中、１００分の１２７．５を１００分の

１２６．２５に改め、同条第３項中、１００分の１２７．５を１００

分の１２６．２５に、１００分の７２．５を１００分の７１．２５に
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改めるものです。 

次に、勤勉手当、第１６条の４第２項第１号中、１００分の１０

７．５を１００分の１０６．２５に改め、同項第２号中、１００分の

５２．５を１００分の５１．２５に改めるものです。ここでは、第１

条関係で説明しました令和７年４月１日遡及適用に係る一般職及び暫

定再任用職員の期末・勤勉手当あわせて０．０５か月分の引き上げに

ついて、令和７年度においては１２月期分に加算して支給するとした

ものを、令和８年度以降は、６月期と１２月期において期末・勤勉手

当の支給率の平準化を図り、均等に加算をして支給する改正です。 

次に、次ページにかけまして、附則として、施行期日等、第１項、

この条例は、公布の日から施行し、令和７年１２月１日から適用す

る。ただし、第２条の規定は、令和８年４月１日から施行する。 

第２項、第１条の規定は、令和７年４月１日から適用する。 

第３項、給与の内払については、第１条の改正前の給与条例の規定

により支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払

とみなす規定です。 

以上で、議案第７４号の説明を終わります。 

続きまして、議案第７５号 南幌町第１号会計年度任用職員の報酬

及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定について御説

明いたします。 

初めに、改正の概要について申し上げます。令和７年人事院勧告に

より、国家公務員に対する改正給与法が成立したことを受け、本町に

おいても職員の給与改定を行うことなどを鑑みて、第１号会計年度任

用職員について、期末手当・勤勉手当に係る支給率の引き上げを行う

もので、第１条は公布の日からの施行分、第２条は令和８年４月１日

からの施行分で、２つの条立てにより改正を行うものでございます。 

第１条関係は、期末手当と勤勉手当をあわせて０．０５か月分引き

上げるもので、令和７年４月１日に遡って実施するものです。 

第２条関係は、期末手当及び勤勉手当について、６月と１２月にお

ける支給率の平準化を行うため、それぞれ支給率の改正を行うもの

で、令和８年４月１日から施行するものです。 

それでは、別途配付しております議案第７５号資料 新旧対照表を

ごらんください。 

第１条による改正、令和７年４月１日遡及適用分の説明を行いま

す。左側が改正後、右側が改正前、下線の部分が改正箇所でございま

す。 

期末手当、第１４条第３項中、１００分の７０を１００分の７２．

５に改めるものです。 

次に、次ページにかけまして、勤勉手当、第１４条の２第３項中、

１００分の５０を１００分の５２．５に改めるものです。ここでは、

期末手当及び勤勉手当をそれぞれ０．０２５か月分引き上げ、結果、

期末・勤勉手当の年間支給率を２．４５か月分とするものです。続き

まして、３ページをごらんください。 

第２条による改正、令和８年４月１日施行分の説明を行います。 
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第１４条第３項中、１００分の７２．５を１００分の７１．２５に

改めるものです。 

次に、勤勉手当、第１４条の２第３項中、１００分の５２．５を１

００分の５１．２５に改めるものです。ここでは、第１条関係で説明

しました令和７年４月１日遡及適用に係る、期末・勤勉手当あわせて

０．０５か月分の引き上げについて、令和７年度においては１２月期

分に加算して支給するとしたものを、令和８年度以降は、６月期と１

２月期において期末・勤勉手当の支給率の平準化を図り、均等に加算

して支給する改正でございます。 

次に、次ページにかけまして、附則として、施行期日等、第１項、

この条例は、公布の日から施行し、令和７年１２月１日から適用す

る。ただし、第２条の規定は、令和８年４月１日から施行する。 

第２項、手当の内払については、第１条の改正前の条例の規定によ

り支給された手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす

規定でございます。 

以上で、議案第７５号の説明を終わります。 

議  長 副町長。 

副 町 長 それでは、議案第７６号 令和７年度南幌町一般会計補正予算（第

５号）の説明を行います。 

初めに歳出から御説明いたします。予算書９ページをごらんくださ

い。 

１款議会費１項１目議会費、補正額１３万５，０００円の追加で

す。議会運営経費で、議会議員期末手当を０．０５か月分追加するも

のです。 

 次に、２款総務費１項１目一般管理費、補正額２８万４，０００円

の追加です。一般管理経費で、職員の給与改定に伴い、会計年度任用

職員の一般事務職報酬、期末手当、勤勉手当、共済費を追加するもの

です。 

７目交通安全対策費、補正額１７万７，０００円の追加です。交通

安全対策推進事業で、次ページにかけて、職員の給与改定に伴い、会

計年度任用職員の交通安全推進員報酬、期末手当、勤勉手当を追加す

るものです。 

９目職員給与費、補正額２，７１０万３，０００円の追加です。職

員給与費で、人事院勧告による国の給与法改正に鑑み、一般職、特別

職、第２号会計年度任用職員の給与改定及び一般職職員異動について

精査し追加するものです。 

次に、３款民生費１項１目社会福祉総務費、補正額１億１,０１２

万円の追加です。生活応援チケット事業で、次ページにかけて、エネ

ルギー・食料品価格等の高騰対策として、町内の店舗で使用できる商

品券１万円分を全町民に配付するもので、７０歳以上の方に１人１万

円、ひとり親世帯に対し１世帯１万円を上乗せして配付します。 

なお、商品券につきましては、令和８年２月１日からの配付を予定

し、使用期間は２月１５日から９月３０日までを予定しております。 

３目高齢者福祉費、補正額１１万９，０００円の追加です。介護保
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険特別会計繰出金で、詳細は後ほど特別会計補正予算で説明いたしま

す。 

７目後期高齢者医療費、補正額２０１万１，０００円の追加です。

後期高齢者医療事業で、職員の給与改定に伴う、会計年度任用職員の

看護師報酬、期末手当、勤勉手当の追加、１８節負担金補助及び交付

金で、令和６年度後期高齢者医療広域連合負担金の精算分を追加する

ものです。 

次に、２項１目児童福祉総務費、補正額２，６０２万円の追加で

す。物価高対応子育て応援手当支給事業で、次ページにかけて、物価

高の影響を強く受けている子育て世帯を支援し、子どもたちの健やか

な成長を応援する観点から、児童手当支給対象児童を養育する父母等

に、子ども 1人当たり２万円を給付するものです。 

次に、４款衛生費１項１目保健衛生総務費、補正額３万７，０００

円の追加です。母子保健事業で、職員の給与改定に伴い、会計年度任

用職員の一般事務職報酬を追加するものです。 

次に、３項１目上水道施設費、補正額２，８２５万円の追加です。

長幌上水道企業団負担金で、物価高騰の影響を受けている生活者や事

業者の経済的負担軽減策として、３か月分の水道基本料金の減免を行

うもので、減免する水道料金相当分を長幌上水道企業団に対し負担す

るものです。次ページにまいります。 

９款教育費１項３目教育振興費、補正額２０万２，０００円の追加

です。特別支援教育推進事業で、職員の給与改定に伴い、会計年度任

用職員の特別支援教育学習支援員報酬、費用弁償を追加するもので

す。 

次に、４項５目生涯学習センター管理費、補正額７万５，０００円

の追加です。生涯学習センター運営経費で、職員の給与改定に伴い、

会計年度任用職員の図書室職員報酬を追加するものです。 

次に歳入の説明をいたします。予算書８ページをごらんください。 

１５款国庫支出金２項１目総務費国庫補助金、補正額１億３，６８

７万２，０００円の追加です。１節総務管理費国庫補助金で、物価高

騰対応重点支援地方創生交付金です。 

２目民生費国庫補助金、補正額２，６０２万円の追加です。２節 

児童福祉費国庫補助金で、物価高対応子育て応援手当支給補助金で

す。 

次に、１６款道支出金２項２目民生費道補助金、補正額５０万円の

減額です。７節社会福祉総務費道補助金で、あったか灯油支給事業に

係る財源を変更するため減額するものです。 

次に、１９款繰入金１項１目財政調整基金繰入金、補正額３，２１

４万１，０００円の追加です。財源調整を行うものです。 

以上、歳入歳出それぞれ１億９，４５３万３，０００円を追加し、

補正後の総額を８０億９，３２８万３，０００円とするものです。 

以上で、議案第７６号の説明を終わります。 

議  長 住民課長。 

住民課長 続きまして、議案第７７号 令和７年度南幌町国民健康保険特別会
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計補正予算（第２号）について御説明いたします。なお、今回の補正

予算につきましては、職員の給与改定に伴い、会計年度任用職員の報

酬、期末手当、勤勉手当を追加するものです。 

初めに、歳出から説明をいたします。８ページをごらんください。 

１款総務費５項１目収納率向上対策事業費、補正額１７万７，００

０円の追加です。会計年度任用職員の一般事務報酬、期末手当、勤勉

手当を追加するものです。 

次に、４款保健事業費１項１目特定健康診査等事業費、補正額１２

万５，０００円の追加です。会計年度任用職員の看護師報酬、期末手

当、勤勉手当を追加するものです。 

続いて、歳入の説明をいたします。７ページをごらんください。 

６款繰入金２項１目国民健康保険事業特別会計基金繰入金、補正額

３０万２，０００円の追加です。財源調整を行うものです。 

以上、歳入歳出それぞれ３０万２，０００円を追加し、補正後の総

額を９億９，３８３万６，０００円とするものです。 

以上で、議案第７７号の説明を終わります。 

議  長 病院事務長。 

病院事務長 続きまして、議案第７８号 令和７年度病院事業会計補正予算（第

３号）を説明いたします。初めに、３ページをごらんください。 

収益的収入及び支出のうち、支出です。  

１款病院事業費用１項１目給与費、６７３万４，０００円の追加で

す。人事院勧告による国の給与法改正を鑑みて行う、医師や医療技術

員、看護師、事務員及び再任用職員、会計年度任用職員の給与改定

と、関連予算の執行状況による精査で、１節給料から、５ページの５

節退職給付費までの追加となります。１ページにお戻り願います。 

第２条です。病院事業会計予算第３条に定めた収益的支出の予定額

につきまして、病院事業費用６７３万４，０００円を追加し、補正後

の総額を８億１，１７４万円にするものです。 

次に、第３条です。議会の議決を得なければ流用することができな

い経費のうち、給与費６７３万４，０００円を追加し、５億８４８万

８，０００円にするものです。 

以上で、議案第７８号 令和７年度病院事業会計補正予算（第３

号）の説明を終わります。 

議  長 保健福祉課長。 

保健福祉課長 続きまして、議案第７９号 令和７年度南幌町介護保険特別会計補

正予算（第３号）の説明をいたします。 

初めに、歳出から説明いたします。８ページをごらんください。 

１款総務費３項１目認定調査等費、補正額１１万９，０００円の追

加です。職員の給与改定に伴いまして、介護認定調査等を行う会計年

度任用職員の報酬及び期末手当等を追加するものです。 

次に歳入の説明をいたします。７ページをごらんください。 

６款繰入金１項５目その他一般会計繰入金、補正額１１万９，００

０円の追加です。職員の給与改定に伴いまして、会計年度任用職員の

報酬及び期末手当の追加による一般会計からの事務費繰入金です。 
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以上、歳入歳出それぞれ１１万９，０００円を追加し、補正後の総

額を９億８，５２７万円とするものです。 

以上で、議案第７９号の説明を終わります。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑にあたりましては、議案ごとに行います。 

初めに、議案第７２号 南幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部を改正する条例制定についての質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので、議案第７２号についての質疑を終結いた

します。 

次に、議案第７３号 常勤特別職の職員の給与等に関する条例の一

部を改正する条例制定についての質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので、議案第７３号についての質疑を終結いた

します。 

次に、議案第７４号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例制定についての質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので、議案第７４号についての質疑を終結いた

します。 

次に、議案第７５号 南幌町第１号会計年度任用職員の報酬及び費

用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定についての質疑を行

います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので、議案第７５号についての質疑を終結いた

します。 

次に、議案第７６号 令和７年度南幌町一般会計補正予算（第５

号）の質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので、議案第７６号についての質疑を終結いた

します。 

次に、議案第７７号 令和７年度南幌町国民健康保険特別会計補正

予算（第２号）の質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので、議案第７７号についての質疑を終結いた

します。 

次に、議案第７８号 令和７年度南幌町病院事業会計補正予算（第

３号）の質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので、議案第７８号についての質疑を終結いた

します。 

次に、議案第７９号 令和７年度南幌町介護保険特別会計補正予算

（第３号）の質疑を行います。 

（なしの声。） 
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御質疑がありませんので、議案第７９号についての質疑を終結いた

します。 

お諮りいたします。本８議案につきましては、この際討論を省略

し、直ちに採決したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

それでは採決いたします。採決にあたりましては、議案ごとに行い

ます。 

議案第７２号 南幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり決定するこ

とに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

議案第７３号 常勤特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改

正する条例制定については、原案のとおり決定することに御異議あり

ませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

議案第７４号 職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例制

定については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

議案第７５号 南幌町第１号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり

決定することに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

議案第７６号 令和７年度南幌町一般会計補正予算（第５号）は、

原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

議案第７７号 令和７年度南幌町国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

議案第７８号 令和７年度南幌町病院事業会計補正予算（第３号）

は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに
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決定をいたしました。 

議案第７９号 令和７年度南幌町介護保険特別会計補正予算（第３

号）は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

以上で、本臨時会に提案されました全ての議案審議が終了いたしま

した。ただいまをもって閉会といたしたいと思いますが、御異議あり

ませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本臨時会はただいまをもって閉会と

いたします。 

御苦労さまでした。 

 （午前１０時０９分） 
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